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特許庁からのお知らせ

１．改正意匠法の概要
　これまで意匠法の保護対象は、「物品」の形状などに限られていましたが、令和元年の意匠法改正（特許法等
の一部を改正する法律　令和元年５月17日法律第３号）により、「建築物」や「画像」が新たな保護対象に加
わるとともに、これらを組み合わせた「内装」の意匠についても意匠登録を受けられることとなりました。ま
た、関連意匠制度が大幅に拡充され、意匠権の存続期間の満了日も出願日から最長25年に延長されました。
　なお、複数意匠一括出願の可能化、手続の救済の規定の整備も行いましたが、これらについては、今後公布
の日（令和元年５月17日）から２年以内に施行する予定です。

２．審査基準の改訂と関連資料の整備
１）「意匠審査基準」を改訂
　改正意匠法に対応する審査の運用を整備するため、令和元年７月から令和２年１月にかけて、意匠審査基準
ワーキンググループを開催しました（全５回）。期間中、ユーザー団体等との意見交換や、改訂意匠審査基準
案についてのパブリックコメントを実施しました。今般の改訂では、改正法への対応に加えて、より参照しや
すい審査基準とするべく、構成や表現等を全面的に見直しました。改訂意匠審査基準は、令和２年３月19日
に特許庁ウェブサイトにおいて公開しました。（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/
shinsa_kijun/index.html）

２）改訂意匠審査基準の説明動画を公開
　意匠の実務に携わられる方に向けた、令和元年の意匠法改正に則した審査運用について説明した動画
を、特許庁ウェブサイトで公開しました。（https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/ 
isho_text_2019.html）

改正意匠法が施行されました
～制度改正内容の概要と各種資料のご紹介～

特許庁 審査第一部 意匠課

　令和２年４月１日に、改正意匠法の一部（画像・建築物・内装の意匠の保護、関連意匠制度の拡充等）
が施行され、意匠制度が大きく変わりました。
　特許庁では、ユーザーの皆様へ向けて、改正意匠法に対応した新たな意匠制度に関する様々な情報
を公開しています。

動画画面
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３）建築・内装デザイナー向け情報を公開
　改正意匠法により新たに保護対象となった建築物や内装のデザイナーの皆様に向けた、建築物や内装の意匠
の出願に関する基本的な情報をまとめたテキストを、特許庁ウェブサイトで公開しました。教材としてもご利
用いただけるように、説明用のノート部分も加えたPowerPoint版や、テキストの内容を解説した動画も併せ
て公開しています。（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kenchiku-naiso-joho.html）

４）「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」を改訂
　意匠の特徴に応じた願書の記載や図面の表現方法
について紹介した「意匠登録出願の願書及び図面等
の記載の手引き」を、新たな意匠制度の内容に則し
て改訂しました。

（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideli
ne/design/h23_zumen_guideline.html）

５）「令和元年改正意匠法の運用に関するQ＆A」を公開
　改正意匠法に則した意匠審査の運用について、
ユーザーの皆様から寄せられるご質問への回答をま
とめた資料を公開しました。

（https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/design/2019_
kaisei_faq.html）
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１３．複数の構成物を含む一の物品の意匠の場合  
 
図面等において、意匠に係る物品等が複数の構成物により表され、複数の構成物におい

て一の特定の用途及び機能を果たすための結びつきが何ら認められない場合は、二以上の
物品等と判断されます。ただし、社会通念上一体的に流通がなされ得るものであり、かつ、全
ての構成物が形状等の密接な関連性を持って一体的に創作がなされている場合は、一の物
品等であると判断されます。（意匠審査基準 第Ⅱ部第 2章 2.1「二以上の物品等を表
したものであるか否かの判断」参照） 
一の物品等と判断されるものの図面等の記載例を以下に示します。 

 
〔図 3.13-1〕 容器と飲料を表した記載例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【意匠に係る物品】 容器入り飲料 
【意匠の説明】 蓋を除く容器本体は透明である。正面図、背面図、平面図、底面図、左側面
図及び右側面図に表された濃淡は、いずれも立体表面の形状を特定するためのものである。 
 
 【正面図】     【右側面図】      【背面図】     【左側面図】 

【平面図】 【底面図】

 

関連意匠制度の拡充に関する Q＆A 

 
はじめに 

 
この Q&Aは、令和元年の意匠法改正(注)により拡充された関連意匠制度の審査運用について、ユーザーの

皆様から寄せられるご質問への回答をまとめたものです。令和２年 4月１日の改正意匠法の施行以降に出願
される、意匠登録出願を対象としています。 
今後も皆様からのご質問等に対応し、必要に応じて追加等を行っていく予定です。 

 
注︓ 令和元年 5月 17日に法律第 3号として公布された「特許法等の一部を改正する法律案」に基づくもの。 

 以下、本 Q＆A においては、この改正によって改正された意匠法を「改正意匠法」といいます。 
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願書について

【問 1】  関連意匠として出願する場合、願書にどのような記載をすれば良いのですか︖ 

【答】  願書に、「本意匠の表示」の欄を設けて、本意匠を記載します。 
なお、関連意匠を本意匠とする関連意匠を出願する場合に、「基礎意匠」（本意匠のうち最初に選択
されたもの）を記載する必要はありません。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とする場合について 

【問 2】 改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とすることは可能ですか︖ 

【答】  可能です。ただし、関連意匠として意匠登録を受けるためには、基礎意匠の出願から１０年を経過す
る日前までに関連意匠の出願をする必要があります。 

【問 3】 改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠として改正意匠法の施行後に出願した関連

意匠の意匠権の存続期間はどうなるのですか︖ 

【答】  改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠として改正意匠法の施行後に関連意匠の出願をした
場合についても、関連意匠の意匠権の満了日は、基礎意匠の意匠登録出願の日から 25年経過した
日となります。 

【書類名】      意匠登録願 

【整理番号】     Ａ－３－ＡＲ 

【提出日】      令和○○年○○月○○日 

【あて先】      特許庁長官 殿 

【本意匠の表示】 

  【出願番号】   意願○○○○－○○○○○○ 

【意匠に係る物品】  安全用スイッチ錠 
  
            （以下略） 

 

 

 

本意匠の状態に応じた主な記載例 
 

・例︓出願番号が通知されているとき 
【本意匠の表示】 
 【出願番号】 意願○○○○－○○○○○○ 
 
・例︓意匠登録の番号を知ったとき 
【本意匠の表示】 
 【登録番号】 意匠登録第○○○○○○○号 
 
・例︓出願番号が通知されていないとき 
【本意匠の表示】 
 【出願日】令和○年○月○日提出の意匠登録願 
 【整理番号】Ａ－３－ＡＮ 

 

意匠登録出願の基礎（建築物・内装）
特許庁 審査第一部 意匠課 意匠審査基準室

令和２年（2020年）3月作成

～ 令和元年 改正意匠法対応 ～

建築物・内装のデザインに携わる方向け

※本資料は、日本の意匠登録制度をご紹介するものです。国や地域により、制度内容が異なりますのでご注意ください。

※改正意匠法施行（2020年4月1日）後の内容を記載しています。

令和2年（2020年）4月1日以降、
建築物・内装の意匠登録出願が可能になります。

意匠登録出願の基礎（建築物・内装）

令和元年、意匠法が改正され、建築物・内装の意匠が保護対象に加わりました。

～ はじめに ～

この資料は、その建築物や内装のデザインに携わる皆様に向けて作成しました。

「意匠法って何︖」「どんな審査︖」「どのように出願すればいいの︖」
意匠登録出願の基本をご紹介します。

１

PowerPoint版
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３．日本意匠分類の改正
　新たに意匠法の保護対象となった画像、建築物及び内装の意匠に関する分類を整備し、日本意匠分類を改正
しました。特に、画像に関する分類では、画像の用途や形態的な特徴に関する109のDタームを新設し、該当
するDタームを複数付与可能とすることにより、画像の特徴についての横断的な検索を行えるよう整備しまし
た。

４．新たなEラーニングシステム（IP ePlat）を公開
　INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）がこれまでインターネットを通じて提供してきたIP・eラー
ニングがリニューアルされ、令和２年４月１日から新たなeラーニングシステム「IP ePlat」が正式にリリー
スされました。
　IP ePlatでは、ユーザー登録なしでも教材を視聴することが可能です。ユーザー登録をした場合には、ログ
インすることにより、テストを受けたり、学習進捗状況等の履歴を残したりすることが可能となっています。
　また、アクセス性、操作性を見直し、これまでよりも利用しやすくなりました。
　さらに、動画コンテンツ「令和元年意匠法改正の概要」をはじめとした、改正意匠法に関する新たな動画
コンテンツもリリースされました（全てのコースはこちら＞意匠・商標＞令和元年意匠法改正の概要）。是非、
ご利用ください。（https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/）


